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川崎市道路占用料徴収条例の一部改正について

・道路は一般交通の用に供することを本来の目的としていることから、道路に工作物、物件又は施設
を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法第３２条第１項に基づき、道路管理者の許可（道
路占用許可）を受ける必要がある。

・道路管理者は同法第３９条第１項に基づき道路占用料を徴収することができ、その額及び徴収方法
は、同条第２項に基づき道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとされている。

川崎市道路占用料徴収条例

１ 川崎市道路占用料徴収条例について

占用料の額については、算定の基礎となる固定資産税評価額及び地価に対する賃料の水準等を反
映した適正なものとするため、適宜見直しを行う必要がある。

本市では、国の占用料改定を踏まえ、概ね３年ごとに占用料を改定することとしており、前回は
令和２年度（令和３年４月１日施行）に改定したことから、今年度、適正な地価水準等を反映させ
るため、占用料の改定を行うものとする。

（１）固定資産税評価額の推移

（２）国の占用料改定に伴う使用料率の変更

※3 定額物件：電柱などの占用件数が膨大なもので、占用料の額が具体的な金額で定められているもの

※4 定率物件：地下街などの占用件数が限られているもので、近傍類似の土地の時価に一定の率を乗じ

て占用料を算出するもの

※5 定率物件は、これまで一律に平均地目の使用料率を用いてきたが、繁華街に設置される割合が高い
物件もあることが判明したことから、一部の定率物件においては商業地目の使用料率を使用する。

２ 条例改正の内容

占用料の額[円/月・㎡]＝道路価格[円/㎡]×使用料率[％/年]（×修正率[％]）÷１２

定 義 算出方法

道路価格 １㎡あたりの道路の価格 令和４年度固定資産税評価額を基に算出

使用料率 地価に対する１年あたりの賃料の割合に相当する率
国（道路法施行令；令和５年４月１日
施行）で採用されている数値を採用修正率

道路空間の一部を使用する物件（上空や地下）や、土地
利用に制約を受ける物件（高架下など）に対する減額率

施行年

国の使用料率

定額物件※3 定率物件※4

商業地目 平均地目 商業地目 平均地目

従前（令和２年４月時点） 3.86％ 4.64％ - 3.25％

現行（令和５年４月時点） 3.56％ 4.41％ 2.49％※5 3.09％
低下

※6 独自調整率 ＝ 道路価格の平均変動率（1.15）×使用料率の平均変動率（0.94）≒ 1.08
※7 所在地において、特別地域とは都市計画法に規定する商業地域、普通地域とは特別地域以外の地域をいう。

３ 新旧対照表

道路占用料による歳入のうち、８割以上を東京電力、NTT東日本、東京ガスが占めており、今回の
改定により、約5,100万円の増収見込み。

４ 占用料改定に伴う歳入見込み

（１）施行期日
令和６年４月１日

（２）経過措置
この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該

納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。

５ 附則

主な占用物件（抜粋）

占用料［円］

単位

所在地※7

特別地域 普通地域 特別地域 普通地域

新（改定案） 旧（現行）

第１種電柱

1月1本につき

280 280

第２種電柱 440 430

第３種電柱 590 580

第１種電話柱 250 250

第２種電話柱 410 400

第３種電話柱 560 550

ガス管等の地下管路
（公益事業者が設置
するもの）

外径 0.07m未満

1月1ｍにつき

11 10

外径 0.07m以上0.1m未満 15 15

外径 0.1m以上0.15m未満 23 22

外径 0.15m以上0.2m未満 30 30

外径 0.2m以上0.3m未満 46 45

外径 0.3m以上0.4m未満 61 60

外径 0.4m以上0.7m未満 110 100

外径 0.7m以上1m未満 150 150

外径 1m以上 300 300

日よけ

1月1㎡につき

85 80

出入口通路 170 160

看板 320 205 300 190

添架広告 785 490 730 455

※1 財政局税務部資産税管理課が公表
している固定資産税概要調書の総
括表から、田・畑・宅地・山林の
総額を評価総地積で除した数値。

※2 前回改定時（令和３年４月１日施
行）に算定基礎とした平成31年度
固定資産税評価額を１とする。

127,702 127,584 
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1.000 0.999
1.076 1.076

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000
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産
税
評

価
額

［
円
/
㎡
］
※
1

上昇

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

東京電力 NTT 東京ガス 一般

現 行
(令和４年度決算)

改定後
(令和4年度決算ベース)

計：2,386,079千円

計：2,437,600千円

改定による増収見込み
約51,521千円

737,972 648,200 622,278 377,629

751,001 649,351 644,833 392,415

(13,029) (1,151) (22,555) (14,786)

これら４つの物件の改正案占用料は、

市民・中小企業等への影響を考慮し、

現行占用料に独自調整率※6を乗じて

算定

［単位：千円］
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関係法令 

－道路法－ 

（道路の占用の許可） 

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設

を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者

の許可を受けなければならない。 

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これ

らに類する工作物 

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

六 露店、商品置場その他これらに類する施設 

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす

虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 

 

（占用料の徴収） 

第三十九条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することが

できる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事

業で地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第六条に規定する公営企

業以外のものに係る場合においては、この限りでない。 

２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地

方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。但

し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国

にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める

基準の範囲をこえてはならない。 
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川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市道路占用料徴収条例 ○川崎市道路占用料徴収条例 

昭和30年３月24日条例第７号 昭和30年３月24日条例第７号

（略） （略） 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

 

占用物件 

占用料   

占用物件 

占用料  

 
単位 

所在地   
単位 

所在地  

 特別地域 普通地域   特別地域 普通地域  

 

法第32条

第１項第

１号に掲

げる工作

物 

第１種電柱 

１月１本

につき 

280  

法第32条

第１項第

１号に掲

げる工作

物 

第１種電柱 

１月１本

につき 

280 

 第２種電柱 440  第２種電柱 430 

 第３種電柱 590  第３種電柱 580 

 第１種電話柱 250  第１種電話柱 250 

 第２種電話柱 410  第２種電話柱 400 

 第３種電話柱 560  第３種電話柱 550 

 その他の柱類 25  その他の柱類 25 

 共架電線その他上空に設

ける線類 
１月１メ

ートルに

つき 

３
  共架電線その他上空に設

ける線類 
１月１メ

ートルに

つき 

２
 

 地下に設ける電線その他

の線類 
２

  地下に設ける電線その他

の線類 
１

 

 
路上に設ける変圧器 

１月１個

につき 
250

  
路上に設ける変圧器 

１月１個

につき 
240

 

 

地下に設ける変圧器 

１月１平

方メート

ルにつき 

150

  

地下に設ける変圧器 

１月１平

方メート

ルにつき 

150

 

 変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１月１個

につき 
510

  変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１月１個

につき 
500
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改正後 改正前 

 郵便差出箱及び信書便差

出箱 
210

  郵便差出箱及び信書便差

出箱 
210

 

 広告塔 １月１平

方メート

ルにつき 

1,500 980  広告塔 １月１平

方メート

ルにつき 

1,400 890 

 
その他のもの 510

  
その他のもの 500

 

 

法第32条

第１項第

２号に掲

げる物件 

法第35条

に規定す

る事業の

ために設

けるもの

及び法第

36条に規

定するも

の 

外径が0.07メー

トル未満のもの 

１月１メ

ートルに

つき 

11
  

法第32条

第１項第

２号に掲

げる物件 

法第35条

に規定す

る事業の

ために設

けるもの

及び法第

36条に規

定するも

の 

外径が0.07メー

トル未満のもの 

１月１メ

ートルに

つき 

10
 

 外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの 

15

  外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの 

15

 

 外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの 

23

  外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの 

22

 

 外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの 

30

  外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの 

30

 

 外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

46

  外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

45

 

 外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

61

  外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

60

 

 外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

110

  外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

100

 

 外径が0.7メート

ル以上１メート

ル未満のもの 

150

  外径が0.7メート

ル以上１メート

ル未満のもの 

150
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改正後 改正前 

 外径が１メート

ル以上のもの 
300

  外径が１メート

ル以上のもの 
300

 

 

架空管 

外径が0.4メート

ル未満のもの 
230

  

架空管 

外径が0.4メート

ル未満のもの 
230

 

 外径が0.4メート

ル以上のもの 
570

  外径が0.4メート

ル以上のもの 
560

 

 

その他の

もの 

外径が0.07メー

トル未満のもの 
20

  

その他の

もの 

外径が0.07メー

トル未満のもの 
20

 

 外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの 

29

  外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの 

28

 

 外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの 

43

  外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの 

42

 

 外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの 

57

  外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの 

56

 

 外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

86

  外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

85

 

 外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

110

  外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

110

 

 外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

140

  外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

140

 

 外径が0.7メート

ル以上１メート
230

  外径が0.7メート

ル以上１メート
230
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改正後 改正前 

ル未満のもの ル未満のもの 

 外径が１メート

ル以上のもの 
490

  外径が１メート

ル以上のもの 
480

 

 法第32条第１項第３号に掲げる施

設 

１月１平

方メート

ルにつき 

510
  法第32条第１項第３号に掲げる施

設 

１月１平

方メート

ルにつき 

500
 

 法第32条第１項第４号に掲げる施

設 
85

  法第32条第１項第４号に掲げる施

設 
80

 

 

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの 

Ａに0.004を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

法第32条

第１項第

５号に掲

げる施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの 

Ａに0.005を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

階数が２のもの 

Ａに0.006を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

階数が２のもの 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 
階数が３以上の

もの 

Ａに0.007を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  
階数が３以上の

もの 

Ａに0.01を乗じ、これ

を12で除して得た額 

 

 上空に設ける通路 770  上空に設ける通路 690 

 地下に設ける通路 460  地下に設ける通路 410 

 その他のもの 170  その他のもの 160 

 法第32条

第１項第

６号に掲

げる施設 

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの 

１日１平

方メート

ルにつき 

150 98

  法第32条

第１項第

６号に掲

げる施設 

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの 

１日１平

方メート

ルにつき 

140 89

 

 その他のもの １月１平

方メート

ルにつき 

1,500 980  その他のもの １月１平

方メート

ルにつき 

1,400 890 

 施行令第

７条第１

号に掲げ

る物件 

看板 320 205  施行令第

７条第１

号に掲げ

る物件 

看板 300 190 

 添架広告 785 490  添架広告 730 455 

 
標識 

１月１本

につき 
410

  
標識 

１月１本

につき 
400
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改正後 改正前 

 

旗ざお 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

１日１本

につき 
150 98

  

旗ざお 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

１日１本

につき 
140 89

 

 
その他のもの 

１月１本

につき 
1,500 980

  
その他のもの 

１月１本

につき 
1,400 890

 

 幕（施行

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

であるも

のを除

く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

１日１平

方メート

ルにつき 

150 98

  幕（施行

令第７条

第４号に

掲げる工

事用施設

であるも

のを除

く。） 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるも

の 

１日１平

方メート

ルにつき 

140 89

 

 

その他のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 

1,500 980

  

その他のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 

1,400 890

 

 

アーチ 

車道を横断する

もの 
１月１基

につき 

15,000 9,800
  

アーチ 

車道を横断する

もの 
１月１基

につき 

14,000 8,900
 

 その他のもの 7,700  その他のもの 6,900 

 施行令第７条第２号に掲げる工作

物 

１月１平

方メート

ルにつき 

510
  施行令第７条第２号に掲げる工作

物 

１月１平

方メート

ルにつき 

500
 

 

施行令第７条第３号に掲げる施設 

Ａに0.031を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

施行令第７条第３号に掲げる施設 

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 施行令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる工

事用材料 

1,500 980

  施行令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる工

事用材料 

1,400 890

 

 施行令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる施

設 

510

  施行令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる施

設 

500
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改正後 改正前 

 

施行令第

７条第９

号に掲げ

る施設 

建築物 
Ａに0.01を乗じ、これ

を12で除して得た額 

  

施行令第

７条第９

号に掲げ

る施設 

建築物 

Ａに0.011を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

その他のもの 

Ａに0.007を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

その他のもの 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 施行令第

７条第10

号に掲げ

る施設及

び自動車

駐車場 

建築物 

Ａに0.022を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  施行令第

７条第10

号に掲げ

る施設及

び自動車

駐車場 

建築物 

Ａに0.023を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

その他のもの 

Ａに0.007を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

その他のもの 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

施行令第

７条第11

号に掲げ

る応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の

道路の路面下に設けるも

の 

Ａに0.01を乗じ、これ

を12で除して得た額 

  

施行令第

７条第11

号に掲げ

る応急仮

設建築物 

トンネルの上又は高架の

道路の路面下に設けるも

の 

Ａに0.011を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

上空に設けるもの 

Ａに0.022を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

上空に設けるもの 

Ａに0.023を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

その他のもの 

Ａに0.031を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

その他のもの 

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

施行令第７条第12号に掲げる器具 

Ａに0.025を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

施行令第７条第12号に掲げる器具 

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 施行令第

７条第13

号に掲げ

る休憩

トンネルの上又は自動車

専用道路（高架のものに限

る。）の路面下に設けるも

の 

Ａに0.01を乗じ、これ

を12で除して得た額 

  施行令第

７条第13

号に掲げ

る休憩

トンネルの上又は自動車

専用道路（高架のものに限

る。）の路面下に設けるも

の 

Ａに0.011を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 
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改正後 改正前 

 所、給油

所及び自

動車修理

所 

上空に設けるもの 

Ａに0.022を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  所、給油

所及び自

動車修理

所 

上空に設けるもの 

Ａに0.023を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

 

その他のもの 

Ａに0.031を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

  

その他のもの 

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

 

備考 備考 

１ 金額の単位は、円とする。 １ 金額の単位は、円とする。 

２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりと

する。 

２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりと

する。 

(１) 特別地域 (１) 特別地域 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定す

る商業地域をいう。 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定す

る商業地域をいう。 

(２) 普通地域 (２) 普通地域 

特別地域以外の地域をいう。 特別地域以外の地域をいう。 

３ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下

同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するも

のに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電

柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電

柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下

同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するも

のに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電

柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電

柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供す

る電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）の

うち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。

以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、

電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供す

る電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）の

うち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。

以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、

電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

５ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又

は電話柱に設置する電線をいう。 

５ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又

は電話柱に設置する電線をいう。 
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改正後 改正前 

６ Ａは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。 ６ Ａは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。 
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